
世 田 谷 区

いざという時のために
高齢者・障害者を地震災害から守るための
本人・家族・地域社会の行動マニュアル
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●地域（ご近所や町会・自治会など）との交流を！

●援助を依頼する

第1章　地域との交流

1
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●家具類の転倒、落下防止

14

●置き物などの落下防止

●ガラスの飛散防止

●履物の用意

●安全確保の協力
　隣近所など地域のみなさんは、高齢者
や障害のある方のご家庭に、家具類の転
倒、落下防止を勧め、実際の措置にも進
んで協力するようにしましょう。

第2章　大切な日ごろの備え　①
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●室内を安全にする工夫

●火気器具の安全

●室外の安全

●安全確保の協力
　高齢者（とくに寝たきりの方のいる高
齢者世帯）や目の不自由な方の世帯など
については、近隣の人々の協力が必要で
す。室内空間や外回りの安全、火の用心
について進んで点検に協力しましょう。
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非常持ち出し品の一例

飲料水／食料（ビスケットや缶詰など）／
懐中電灯／携帯ラジオ／入れ歯／眼鏡／補
聴器／衣類（下着類やタオル）／雨具／マッ
チやろうそく／救急用品・常備薬／貴重品
（および多少の現金）／保険証のコピー／
ヘルメット／くつ／筆記用具／笛（ホイッ
スル）など

12

●寝たきりの高齢者・障害のある方のい
るご家庭では、紙おむつ、担架、おぶい
紐、警報ブザーなど緊急時に不可欠と思
われるものを用意しておきましょう。ま
た、身元や連絡先となる身近な人を記入
した「緊急連絡カード」（第12章参照）
なども用意しておきましょう。

●家族のだれが、どのように援助するか、
家庭内で役割分担を決めておくことが大
切です。

第3章　大切な日ごろの備え　②

1
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●飲料水の備え
1 3 3

●食料の備え
3

1 2

●燃料の用意

●水と消火器

5

6

2

3

第3章　大切な日ごろの備え　②
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●状況に正しく対応するために
12

83 4

●耳の不自由な方の情報把握

●防災訓練への参加

●隣近所など地域のみなさんは、近所の高齢者
世帯や障害のある方の世帯の情報把握に協力
し、情報そのものを伝える支援を心がけましょ
う。とくに、耳の不自由な方への配慮は重要で
す。

3

第4章　大切な日ごろの備え　③

1
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●早めの行動を

●環境の整備を
　家族間では役割分担をきめておきま
しょう。また、避難経路や出口の安全を
確保するため、日ごろからの整頓を心が
けましょう。
●すばやく駆けつける
　避難勧告や避難指示が出たら、自主防
災組織や近所の方々は、高齢者や障害の
ある方の世帯へ駆けつけて援助しましょ
う。
●用具の備えを
　家族はもちろん自主防災組織でも、避
難を容易にするための用具を整備してお
きましょう。

●防災訓練への参加の呼びかけと手助け
　自主防災組織のメンバーや近所の人た
ちが積極的に誘い、手助けして実際に体
験してもらって、日ごろのよりよい備え
に役立てるようにしましょう。
・高齢者や障害のある方などの消火器で
の消火訓練の手助け
・背負ったり、車いすや担架、リヤカー
などでの避難の実地体験
・避難情報の伝達訓練など
※防災訓練についてのお問い合わせは、
総合支所地域振興課地域振興・防災担
当へ（電話番号は裏表紙参照）

2
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●身の安全を守る

●揺れがおさまったら

●出火を感じたら

第5章　地震！そのときの行動～目の不自由な方のために～

1
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●近所の方は
　揺れがおさまったら、かけつけて安全を確
認し、必要な援助をしましょう。
　火の始末など火の用心を確認して、出入口
を確保しましょう。障害のある方が散乱物の
中でも安全に動けるように履物を用意しま
しょう。負傷があればさらに近所の応援を求
めて適切に対処しましょう。

●家族による安全の確保
　揺れを感じたらすぐに身体の保護のため
の介助をしたり、テーブルの下などの安全
な場所に誘導しましょう。
　揺れがおさまったら、火の始末の確認、
出口の確保をしましょう。危険な場合は、
安全な場所から動かないように言いましょ
う。

●火が出ていたら
　大声で近所に知らせながら119番通報
してもらい、初期消火にあたりましょう。
　初期消火が困難な場合や煙が増えてきた
ら、障害のある方の安全を優先してすばや
く脱出しましょう。脱出するときは、姿勢
を低くし、煙に巻かれないように注意しま
しょう。
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●身の安全を守る

●安全な場所への誘導を頼む

●情報の把握

第5章　地震！そのときの行動～目の不自由な方のために～

2
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●積極的に支援しましょう
　声をかけ、希望に応じて援助しましょう。
　電柱や塀の倒壊、道路の亀裂など、危険
な場所を説明しましょう。
　目の不自由な方が自宅から遠くにいる、
電話も不通などの場合、警察などの公共機
関に案内しましょう。

●誘導のしかた
　誘導のしかたは、こちらが相手の腕をと
るのではなく、相手にこちらのひじや袖口
をとってもらうのが基本です。
　相手の歩調でゆっくり歩きましょう。
　白杖や白杖を持った腕を引いたり、背中
など押したりしないようにしましょう。
　階段では上がるのか下がるのかを、階段
の手前で止まって伝え、階段が終ったら再
度止まって終わりを伝えましょう。
　位置や方向を教えているときは、その方
向を向かせて、この先何歩、何メートルな
どと具体的に言いましょう。
　路上に障害物や段差などがある場合は、
その様子を簡潔に伝え、よけかたなどを具
体的に伝えるようにしましょう。
　盲導犬を連れた人の場合は、盲導犬の紐
を引いたり、犬にさわったりしないように
しましょう。方向を説明するか、こちらの
腕を取ってもらって誘導するかしましょ
う。
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●まず身の安全を守る

●情報の把握

●火の始末を！

●出火していたら

第6章　地震！そのときの行動　～耳の不自由な方のために～

1
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●子どもには
　日ごろから安全行動を徹底しておきま
しょう。
　火の始末、脱出口の確保など全体の安全
確保をすばやくすませてから子どもをしっ
かり保護しましょう。非常持ち出し品を持
たせるなど、なんらかの役割を持たせるこ
とも効果的です。

●積極的に情報を伝える
　耳の不自由な方のいるご家庭に対して、
近所や自主防災組織では日ごろから交流を
深めて、みんなに共通して必要な情報を進
んで知らせるようにしましょう。

●支援のポイント
❖近くの火災発生や避難勧告・避難指示（鎮
火や解除）を知らせる。
❖給食給水などの救援活動の状況を教える。
❖区の広報や地域のまとまった方針などをそ
のつど知らせる。

❖依頼されたことがらは、可能なかぎり
その場ですませる。
❖プライバシーを守る。
❖筆談が中心になるので、筆記用具や紙
の用意をしておく。
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●身の安全を守る

●状況を知る

●電話連絡

第6章　地震！そのときの行動　～耳の不自由な方のために～

2
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●適切に支援する
　援助の依頼を受けたときは、筆談ばかり
にこだわらず、顔を相手に向け口を大きく
はっきり動かして言葉で言っても伝わる場
合があります。
　手のひらに指先で字を書くという伝達方
法もあります。

　不確かなことを言ったり、曖昧に言った
りしないようにしましょう。
　電話の依頼を受けたときは、電話の相手
との通話内容や伝言を確実に依頼者に取り
次ぎましょう。
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●身の安全を守る

●正しい情報を聞く

83 4

●火の始末

●出火していたら

第7章　地震！そのときの行動　～音声言語障害のある方のために～

1


